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Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－６００ 特殊用途照明器具 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－６０ 一 特殊用途照明器具 

Ｄ３－６３ 全 水中用照明器具 

Ｄ３－６６０ 一 作業用照明器具 

Ｄ３－６６０Ａ 一 作業用照明器具（取付け型） 

Ｄ３－６６１ 全 集魚灯 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－３０１ 家具組込み照明器具等 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

ショーケース用照明器具 商品陳列ケース用照明器具 防爆用照明器具 

水中用照明器具 作業用照明器具 噴水用照明器具 

集魚灯   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

特定用途に使用する照明器具、すなわち、水中、防爆、工事現場、医療用、衛生用又は装飾用として使用

などを目的とした特殊な用途・環境下における使用専門の照明器具で、ここには下位分類に含まれないも

のを分類する 

登録 1073128 
植物用照明器具 

 

 

登録 1017166 
耐圧防爆形照明灯 

 

登録 0930305 
水中浮遊灯 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・車両（自動車、自動二輪車等）に用いられる照明器具（Ｇ２台）を除く。 

・家具等に組み込む照明器具は、Ｄ３－３０１。 

・特殊用途照明器具の部品、付属品についてはＤ３－９台に分類する 

・ 表示を目的としたものはＦ５－１００（表示具）に分類する 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 


